
 
●
交
付
方
法
は
？ 

平
成
28
年
1
月
以
降
、『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』
の
交
付
の
準
備

が
で
き
た
旨
の『
交
付
通
知
書
』を
有
田
川
町
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

受
取
場
所
は
各
庁
舎
の
窓
口
で
す
。
受
け
取
り
の
た
め
来
庁
す
る

と
き
は
、『
通
知
カ
ー
ド
』
と
『
交
付
通
知
書
』、
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

な
お
15
歳
未
満
の
方
や
成
年
被
後
見
人
の
方
の
場
合
は
、
法

定
代
理
人
が
同
行
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
が
病
気
や
身
体
の
障
害
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
受
け
取
り
に
来
れ
な
い
場
合
は
、
代
理
人
に
受
け
取
り
を

委
任
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
本
人
と
代
理
人
そ
れ
ぞ
れ
の
写

真
付
の
本
人
確
認
書
類
、
委
任
状
お
よ
び
診
断
書
な
ど
の
受
け
取

り
に
来
れ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請・交
付
方
法
の
詳
細
は
、『
通
知
カ
ー

ド
』
に
同
封
さ
れ
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
返
納
に
つ
い
て 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限
（
発

行
日
か
ら
10
年
間
）ま
で
利
用
で
き
ま
す
が
、『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』

の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
返
納
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
、

　

平
成
28
年
2
月
〜
3
月
の
確
定
申
告
を

e
‐
T
a
x
で
行
う
予
定
の
方
へ

『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』
の
交
付
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
交
付
が
確
定
申
告
の
申
告
期
限
に
間
に
合
わ
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
向

け
電
子
証
明
書
を
使
っ
て
申
告
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
電

子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
e

‐
T
a
x
で
の
確
定
申
告
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
事
前

に
有
効
期
限
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
や
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
向

け
電
子
証
明
書
の
発
行
は
平
成
27
年
12
月
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

通知カード

事業所の皆さま　もうすぐ始まるマイナンバー　準備はお進みですか？
事
業
者
は
、
行
政
手
続
き
な
ど
の
た

め
、
従
業
員
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
取
り
扱
い
ま
す
。

事
業
者
は
、
社
会
保
険
の
手
続
や
源
泉
徴
収
票

の
作
成
な
ど
に
お
い
て
、
従
業
員
な
ど
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
、
書
類
な
ど
に
記
載
し

ま
す
。

個
人
情
報
を
守
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
以
外
で
の
利
用
が
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
管
理
に
当
た
っ
て
は
、

安
全
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

❶
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
扱
う
担
当
者
を
決
め
ま

し
ょ
う
。

❷
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従
業
員
か
ら
取
得
す
る

際
は
、
利
用
目
的
を
伝
え
、
番
号
の
確
認

と
身
元
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

❸
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
は
、
カ
ギ

が
か
か
る
棚
や
引
き
出
し
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

❹
ウ
ィ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
を
最
新
版
に
す
る
な

ど
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

❺
退
職
や
契
約
終
了
で
従
業
員
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
必
要
な
く
な
っ
た
ら
、
確
実
に
廃

棄
し
ま
し
ょ
う
。

❻
従
業
員
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
周
知
の
た

め
の
研
修
や
勉
強
会
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
全
般
の
ご
相
談
は

こ
ち
ら
ま
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎ 

0
1
2
0
‐
９
５
‐
0
1
7
8

平
日 

9
時
30
分
〜
22
時
ま
で

土
日
祝
日　
9
時
30
分
〜
17
時
30
分
ま
で

（
年
始
年
末
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除
く
）
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